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資料１



これまでの経緯① （報告事項 以下8ページまで）

貨
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・
公
布

令和元年度の
施行内容

①荷主対策の深
度化

（運送事業者の
法令遵守への配
慮義務新設を含

む）

②規制の適正化
等

➣ホワイト物流推進運動
に関する周知
➣荷主と運送事業者の
ための

トラック運転者の労働時
間短縮に向けた周知
➣ トラック輸送における

長時間労働の改善等に
関する調査の実施

令和元年度の
取組み内容

令和２年度の
施行等内容

①標準運賃の
告示

②改善基準告示
見直しに向けた
実態調査の実施
（厚生労働本省）
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貨物自動車運送事業法の改正、改善基準告示見直しの動きを受けて、
令和元年度より以下の取組みを実施。

－１－



これまでの経緯②（改正貨物自動車運送事業法）

－２－



これまでの経緯③（改善基準告示の見直し）

－３－



協議会の取組み(1)トラック運送業における標準運賃の周知①

○令和2年4月24日に標準運賃が告
示されたことから、以下のように協議
会として周知に取り組んだ。
・9/23 埼ト協主催セミナーにおいて、
トラック運送事業者向け周知。

・10/22,11/10 埼ト協において、本件
を含めた「原価計算活用セミナー」を
実施。

・11/上旬 昨年アンケート対象となっ
た荷主企業に対して書面にて周知。

・11/中旬 本協議会委員傘下会員事
業者に対して書面にて周知。
（周知していただいた委員の皆様、

お手数をおかけいたしました。）

・12/4 陸災防埼玉県支部講習会に
おいて、トラック運送事業者・荷主企
業向け周知。

－４－



（参考）関東・北陸信越管内の告示標準運賃

－５－



１２月：「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」として県内荷主企業８８０者に対し
て、改正貨物自動車運送事業法における、標準運賃と荷主が配慮すべき事項に関して周知。

協議会の取組み(1)トラック運送業における標準運賃の周知②

－６－



（参考）荷主が配慮すべき事項

－７－



協議会の取り組み(2)トラック運送業における労働時間
（改善基準告示）改正に向けた動きの周知

○令和６年４月の自動
車運転者の労働時間
の改善のための基準
（いわゆる改善基準告
示）の施行に向けて、
厚生労働本省で行わ
れている「自動車運転
者労働時間等専門委
員会」における「実態調
査」の内容について、
以下のように協議会と
して周知に取り組んだ。
・11/中旬 本協議会委

員傘下会員事業者に
対して書面にて周知。
（周知していただいた

委員の皆様、お手数を
おかけいたしました。）

－８－



令和３年度の協議会の取組方針（案） （協議事項）

➣ 荷主、運送事業者に対するアンケート調査及びヒアリングを実施。
・ 具体的には、
① 荷主と運送事業者に対して、告示された標準運賃の浸透具合や運賃改
定の有無に関するアンケート調査を実施。

② アンケート調査結果により、標準運賃の告示に伴い運賃・料金アップが実
現した荷主、運送事業者に対して標準運賃の捉え方や活用方策等に関
するヒアリングを実施。

③ ②の結果を基に、標準運賃の適用に向けた関係者への周知・啓発。
④ 荷主と運送事業者に対して、改善基準告示やその改正に関する認知度
に関するアンケートを実施。

⑤ 運送事業者におけるトラック運転者の労働時間の把握方法（デジタル化）
に関するアンケートを実施。

➣ 標準運賃に関して継続的に周知。
➣ 改善基準告示及びその改正並びにポータルサイト

※
に関して継続的に周知。

※トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト（https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp）

引き続きトラック運転者の労働条件改善に向けて取り組む

－９－


